
令和５年（２０２３年）３月６日 

子 ど も 文 教 委 員 会 資 料 

子ども教育部子ども・教育政策課 

（第２９号議案） 

 

中野区子ども・子育て会議条例新旧対照表 

改正案 現行 

（設置） （設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号。以下「法」という。）第７２条第１項の

規定に基づき、中野区子ども・子育て会議（以下

「子ども・子育て会議」という。）を置く。 

第１条 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号。以下「法」という。）第７７条第１項の

規定に基づき、中野区子ども・子育て会議（以下

「子ども・子育て会議」という。）を置く。 

（所掌事項） （所掌事項） 

第２条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事項を

つかさどる。 

第２条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事項を

つかさどる。 

⑴ 法第７２条第１項各号に掲げる事務を処理

すること。 

⑴ 法第７７条第１項各号に掲げる事務を処理

すること。 

⑵ （略） ⑵ （略） 

第３条～第１１条 （略） 第３条～第１１条 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

  

附 則  

この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

 


